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この「SC セキュリティサービス約款」（以下、本約款という）は、株式会社ソフトクリエイト（以下「当

社」という）が提供する「SC セキュリティサービス」（以下「本サービス」という）の利用者である法人・

個人および団体（以下「契約者」という）と、当社の間において、本サービスの利用に関する一切の関係

に対して適用し、当社が提供する本サービスの利用を目的とする契約の内容およびその申込み方法等に

ついて定めるものです。 

契約者は利用契約の申込み前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本

約款を承諾したものとみなします。 

 

第 1 条（本約款の適用） 

1. 当社は、本約款を定め、これに基づき本サービスを提供します。 

2. 本約款は、当社と契約者との間で合意又は提示された、契約書、誓約書、提案依頼書及び提案書等に

優先して適用されるものとします。 

3. 前項に拘わらず、本約款と利用契約（利用契約に関する見積書、申込書及び注文書を含みます）の規

定が異なるときは、利用契約の規定が本約款に優先して適用されるものとします。 

 

第 2 条（本契約の変更） 

1. 当社は、本約款を変更しようとする場合、当社のウェブサイトに掲載する方法等により、あらかじめ

契約者に対して本約款を変更する旨及び変更後の約款の内容及び約款変更の効力発生日を告知しま

す。 

2. 前項に基づき本約款の変更を告知した日から約款変更の効力発生日までに契約者からの異議の申し

出がない場合、契約者は当該変更に同意したものとみなし、以後、当社と契約者との間において、変

更後の約款の効力が生じます。 

 

第 3 条（通知） 

1. 当社から契約者への通知は、本約款および利用契約に定めがない限り、通知内容を書面の発送、電子

メールの送信または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うもの

とします。 

2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を書面の発送、電子メールの送信または当社のホーム

ページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ書面の発信、電子

メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。 

 

第４条（用語の定義） 
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本約款における用語の定義は次の通りとします。 

(1) 「利用契約」とは、利用者が当社から本約款その他当社の指定する条件に基づく本サービスの提

供を受けるための個別契約をいいます。 

(2) 「申込者」とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。 

(3) 「契約者」とは、当社が本サービスの申込みを承諾した申込者をいいます。 

(4) 「見積書」とは、当社が提示した、作業内容、作業場所、金額、納期、期間、見積条件等を記載し

た書面をいいます。 

(5) 「申込書」とは、申込者が利用契約の申込みをする為の書面または電子データをいいます。 

(6) 「注文書」とは、本サービスの利用に関して発行される申込書以外の書面または電子データをい

います。 

(7) 「契約金額」とは、利用契約に基づく本サービス利用の対価をいいます。 

(8) 「サービス仕様書」とは、本サービスの内容、本サービスの提供を受けるために必要なシステム

の条件、その他詳細について、別途当社が定める本サービスに関する仕様書をいいます。 

 

第５条（本約款の適用範囲） 

1. 本約款の適用対象となる本サービスは、次の各号に掲げるサービス（以下、「各サービス」という。）

とします。 

(1) セキュリティアドバイザリサービス 

(2) セキュリティ評価サービス 

(3) セキュリティインシデント対応支援 

(4) セキュリティ教育サービス 

(5) メール訓練サービス 

(6) 前五号の名称変更後のサービスまたは後継サービスで、当社が本約款を適用するサービス 

(7) 前六号以外のサービスで、当社が本約款を適用するサービス 

2. 前項の各サービスを内容とする利用契約は、特段の定めがない限り、準委任契約とします。 

 

第６条（本サービスの除外事項） 

1. 次の各号に定める事項は、本サービスの範囲に含まれないものとします。 

(1) 契約者又は契約者の指定する業者の故意又は過失による機器の障害修復 

(2) 天災、地変等の不可抗力による機器の障害修復 

(3) サービス対象機器のチューニング、オーバーホール 

(4) サービス対象機器の移設 

(5) サービス対象機器の設定変更、構成変更 

(6) サービス対象機器の操作、設定方法などの説明 

(7) 利用契約に定めるサービス提供日および時間帯以外に実施する作業 

(8) 前各号に定める他、別途当社および契約者の間で定める特別作業 
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(9) 契約者の要請による訪問、立会い 

(10) その他、利用契約に定めのない事項で、本サービスの内容に合致しないと当社が判断した内容 

2. 前項の範囲に関して、契約者は、当社と別途協議し、具体的な作業内容を合意することにより、当該

作業を依頼できる場合があります。 

 

第７条（利用契約の成立） 

1. 申込者は、当社の指定にしたがい、申込書に必要事項を記入または入力して当社に提出または送信す

るものとします。 

2. 利用契約は、前項で申込者が提出または送信した申込書に対して、当社が定めた通知手段を用いた承

諾の通知をし、当該通知に記載の「承諾日」に成立します。申込者はこの時点から契約者となります。 

 

第８条（申込の拒絶） 

1. 当社は利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込に対する承諾を行わない場

合があります。 

(1) 当該申込みに関わる利用契約上の義務を怠るおそれがある場合 

(2) 第 16 条（提供の停止）のいずれかの事由に該当するおそれがある場合 

(3) 申込書に偽名などの虚偽の事実を記載した場合 

(4) 当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合 

2. 前項の場合、当社は承諾を行わない旨を申込者に通知いたしません。 

 

第９条（契約期間･最低利用期間） 

1. 利用契約の契約期間は、第７条（利用契約の成立）の規定による利用契約の成立日を開始日とし、利

用契約の定めに従うものとします。ただし、利用契約に最低利用期間の定めがある場合は、利用契約

に別段の定めのない限り、契約期間は最低利用期間の満了日までとします。 

2. 利用契約の契約期間の更新条件は、利用契約に基づくものとします。ただし、利用契約に別段の定め

のない場合、利用契約の契約期間は、当社または契約者による解約または解除がない限り、利用契約

の当初の契約期間と同一期間自動更新するものとします。 

3. 利用契約の契約期間途中における中途解約の可否および条件は、利用契約の定めに従うものとしま

す。ただし、利用契約に最低利用期間の定めがある場合、最低利用期間中の中途解約は認められない

ものとします。 

4. 最低利用期間の定めの有無および中途解約の有無にかかわらず、契約者は、利用契約の期間満了日ま

での契約金額の全額を当社に支払うものとし、未払分の残額がある場合は一括して当社に直ちに支払

うものとし、また、当社で受領した金額については返金しないものとします。 

 

第 10 条（契約金額） 

1.  本サービスの料金（以下「契約金額」という）、およびその支払い方法等は、本約款、利用契約または
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当社指定の料金体系等の定めに基づくものとします。 

2.  契約者は、契約期間中に利用契約の解除があった場合といえども、支払い済みの契約金額の返還を受

けることができないものとし、また、契約期間の満了までに発生する契約金額を当社の指定する方法

で当社の指定日までに当社に対し支払うものとします。但し、解除が専ら当社の責めに帰すべき事由

による場合はこの限りではありません。 

3.  本サービスの契約内容の変更によって契約金額が変動する場合は、契約者が本サービスの契約内容の

変更を依頼した変更申込書を当社が承諾した月の翌月より、契約内容の変更に伴う新しい料金が適用

されます。 

4.  当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知す

ることにより、契約者に対して、契約金額の改定を申し込むことができます。 

(1) 契約金額または価格構成要素が法令により設定、改定または廃止された場合 

(2) 物価や為替の変動その他の事由に基づく経済情勢の変動が生じた場合 

(3) 上記のほか契約金額を改定すべき合理的な事情が生じた場合 

5.  前項に基づく通知から 14 営業日以内に、契約者から書面による異議の申立てがない場合、契約者は

契約金額の改定に同意したものとみなし、以後、改定された契約金額が適用されるものとします。た

だし、契約者が契約金額の改定に異議を述べた場合、契約金額の改定は、双方協議するところに従う

ものとします。 

 

第 11 条（契約金額の支払） 

1. 前条に定める契約金額は、第 7 条（利用契約の成立）規定による利用契約の成立日より発生します。 

2. 契約者は、当社に対し前条に定める契約金額を当社の規定する方法で当社の指定日までに支払うもの

とします。 

3. 当社が本サービスに対し、第 16 条（提供の停止）規定による提供の停止を行った場合における当該

停止期間は、サービス提供があったものとして、当該停止期間に対応する契約金額が発生します。 

4. 本サービスの利用およびその料金の支払いに際して生じる公租公課等については、契約者がこれを負

担するものとします。 

5. 銀行振込手数料および料金に支払いに際して生じるその他の費用については、契約者がこれを負担す

るものとします。 

 

第 12 条（作業場所） 

1. 当社は、本サービス提供上合理的な必要がある場合には、契約者の承諾を得て、契約者の構内におい

てサービス提供に必要な業務を遂行することができるものとします。また、必要に応じ、当社よりリ

モートで作業をすることがあります。 

2. 前項の規定により当社が契約者の構内において業務を遂行するにあたり、業務の遂行場所、業務の遂

行上合理的に必要とするものについては、契約者が当社に貸与し、または提供するものとします。 

3. 第 1 項の規定により当社が契約者の構内において業務を遂行するにあたり、当社は、業務に従事する
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当社の従業員等に契約者の構内規則を遵守させるものとします。 

4. 当社から契約者への本サービスの提供は、両者間に人員出向、人員派遣の関係を成立させるものでは

なく、したがって、業務に従事する当社の従業員等に対する指揮命令は全て当社の指揮命令で行われ

ることについて、契約者はあらかじめ了解するものとします。 

 

第 13 条（情報の提供） 

1. 契約者は、当社から請求があったときは、当社が本サービスを提供するために必要な情報を、当社に

無償で提供するものとします。 

 

第 14 条（当社が行う利用契約の解除） 

1. 当社は第 16 条（提供の停止）の規定により、利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者

が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除できるものとします。 

2. 当社は、契約者が第 16 条（提供の停止）のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂

行上支障を及ぼすと当社が判断するときは、前項の規定に係わらず利用契約を直ちに解除できるもの

とします。 

3. 当社は、第 17 条（提供の中止）のいずれかに該当する場合、当社の判断で利用契約を解除できるも

のとします。 

4. 当社が本条において定める解除を行ったときは、その利用契約は、その解除の通知が契約者に到達し

た日をもって終了するものとします。 

5. 当社は、本条において定める解除を行った場合であっても、契約者に対して損害賠償を請求できるも

のとします。 

6. 当社は、本条において定める解除に関し、契約者に生じた損害等について一切の責任を負わないもの

とします。 

 

第 15 条（損害賠償） 

1. 本約款および利用契約に関する当社の損害賠償責任は、当社の責に帰すべき事由により、契約者が損

害を被った場合において、請求原因の如何を問わず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限

るものとします。但し、当社の損害賠償金額は、当該事由が生じた月の直近１年間の利用契約期間に

おいて、帰責事由の原因となった利用契約に基づき当社が受領した契約金額を上限額とし、利用契約

期間が１年に満たない場合は、当該事由が生じた月までの期間において、当社が受領した金額を上限

額とします。 

2. 本約款および利用契約における他の条項の定めに関わらず、また、請求原因の如何に関わらず、当社

は、契約者の結果的損害、付随的損害、機会損失その他の逸失利益の損害、間接損害、特別な事情に

より発生した損害については、事由の如何にかかわらず、当社の責任対象となる損害範囲に含まれ

ず、当該損害について一切の責任を負わないものとします。  
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 第 16 条（提供の停止） 

1. 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく本サービスの提供を何

ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。 

(1) 契約金額および第 24 条（遅延損害金）に定める遅延損害金を、支払期限を途過してもなお支払わ

ないとき 

(2) 利用契約の申込書等の提出書類に虚偽の事項を記載したことが判明したとき 

(3) そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合 

2. 当社は、本条に基づく提供の停止に関し、契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第 17 条（提供の中止） 

1. 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づく本サービスの提供を中止することがあります。 

(1) サービス提供ができないと当社が判断した場合 

(2) 天災、地変その他当社の責に帰すことのできない事由によりサービス提供が事実上できない場合 

2. 当社は前項各号の規定により本サービスの提供を中止するときは、事前にその旨を契約者に当社の提

供する手段により通知します。ただし、緊急の場合またはやむを得ない事由がある場合はこの限りで

はありません。 

3. 当社は、本条に基づく提供の中止に関し、契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第 18 条（契約者の義務） 

1. 契約者は、本サービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を

行い、または第三者にこれを行わせてはいけないものとします。 

2. 契約者は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害の

有無およびその他一切の紛争について、契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければならないも

のとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。契約者は、当該紛争に関して当社に生じた一切

の損害を賠償するものとします。 

 

第 19 条（著作権等） 

1. 成果物について著作権が生じた場合、利用契約等で別段の定めがある場合を除き、著作権は作成者に

帰属するものとします。 

2. 契約者に納品された成果物に当社に属する著作権が含まれる場合、契約者は、当社の事前の書面によ

る承諾がない限り、当該成果物を第三者に対して販売、使用許諾その他の方法により処分することは

できません。 

3. 前項にかかわらず、契約者は、当社と別途合意することを条件として、当該成果物を自ら使用もしく

は収益するために必要な範囲において、当該著作権を使用することができるものとします。 
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第 20 条（個人情報の取り扱い） 

1. 契約者は、本サービスの遂行に際して個人情報の提供が必要または不可避な場合を除き、当社に提供

する情報に、従業員、顧客その他の者に関する個人情報を含めてはなりません。 

2. 契約者が前項に反して提供した情報に個人情報が含まれていた場合は、当社は、理由の如何を問わず、

当該個人情報の管理その他の取扱いに起因して契約者に生じる一切の事項について責任を負わない

ものとします。 

3. 当社は、第１項に従い提供を受けた個人情報を「個人情報保護に関する法律」に基づき適切に取扱い、

本サービスの遂行に必要な範囲に限り使用し、本サービスの遂行目的以外で使用しないものとしま

す。 

 

第 21 条（第三者への再委託） 

1. 当社は、利用契約に別段の定めがある場合を除き、本サービスの全部または一部に関して、当社の費

用と責任をもって、第三者に再委託できるものとします。当社は、当該再委託にあたり、第 23 条（秘

密保持）に拘わらず、当該再委託の目的を達成するために必要な範囲で、契約者の同意なしに、秘密

情報を当該第三者に開示し、使用させることができるものとします。 

2. 前項に基づく再委託を行った場合、当社は、再委託先の行為について、本約款に基づく契約者に対す

る責任を負います。ただし、契約者の指図その他契約者の責めに帰すべき事由に基づく事項について

は、この限りではありません。 

 

第 22 条（免責） 

1. 当社は、契約者の問い合わせに応じて、当社が契約者のデータを確認・操作した場合、その結果発生

した損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。 

2. 当社は、本サービスの提供により生じる結果および利用契約に従って行った行為の結果について、い

かなる理由（本サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障・第三者による不正侵入、

商取引上の紛争、電子メールの紛失を含むがこれに限りません）があろうとも、契約者に対して一切

責任を負いません。 

3. 当社は、特段の定めのある場合を除き、データの破損、逸失その他データに関する保証は行いません。 

 

 

第 23 条（秘密保持） 

1. 当社および契約者は、本サービスの遂行過程において相手方から開示を受けた技術、営業、業務その

他に関する情報のうち、相手方が特に秘密である旨を明示して開示した情報（以下のいずれかに該当

する情報を除く。）（以下「秘密情報」という。）について、相手方の同意がない限り、厳に秘密とし

て管理し、これらを第三者に開示または漏洩してはなりません。 

(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 
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(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 

2. 前項の規定は、法令の定めまたは権限ある官公署から開示の要求に基づき開示する場合については適

用しないものとします。 

3. 当社および契約者は、秘密情報を相手方に開示する場合、秘密情報である旨およびその範囲を明示し

なければなりません。 

4. 当社および契約者は、秘密情報について、本契約の目的を達成するために必要な範囲においてのみ、

これらを使用することができ、その他の目的のために流用してはなりません。 

 

第 24 条（遅延損害金） 

契約者は、契約金額の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年利 14.6％の遅延損害金を当社に支払

うものとします。 

 

第 25 条（反社会勢力の排除） 

1. 当社および契約者は、それぞれ相手方に対し、過去、現在および将来において、自己、自己の役員ま

たは従業員のいずれも、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等およびこれらに準ずる者（以

下「反社会勢力」という）に該当せずかつ反社会勢力との一切の関係を有しないことを表明し、かつ、

保証します 

2. 当社および契約者は、自己、自己の役員または従業員について、自らまたは第三者を利用して、以下

のいずれかに該当する行為を行わず、かつ、行わせないものとします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害

する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 当社および契約者は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、何らの催告なく直ちに利用契約を

解除できるものとします。この場合において、相手方に損害が生じた場合であっても、理由の如何を

問わず、当該損害について賠償する責任を負わないものとします。 

 

第 26 条（権利義務譲渡の禁止） 

契約者は、あらかじめ当社指定の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利

または義務の全部または一部を他に譲渡その他の方法で処分しまたは担保の目的に供してはならないも

のとします。 
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第 27 条（協議事項） 

本約款に定めのない事項または利用契約の履行に疑義が生じた場合は、契約者と当社の双方で協議の上、

解決を図るよう努めるものとします。 

 

第 28 条（準拠法） 

本約款及び利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。 

 

第 29 条（裁判管轄） 

本約款および利用契約に関して契約者と当社間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所または

東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

2023 年 3 月 9 日 制定 

2023 年 3 月 9 日 発効 

 


